
フェデラル エクスプレス コーポレーションの航空事故に係る安全勧告に
基づき講じた措置について（通知）

本事故は、フェデラル エクスプレス コーポレーション所属マクドネル・ダグラス式ＭＤ－１１Ｆ型Ｎ５２６ＦＥ
は、平成２１年３月２３日（月）０６時４９分（日本時間、特に記す場合を除き、以下同じ。）ごろ、同社の定期ＦＤ
Ｘ８０便（貨物便）として成田国際空港滑走路３４Ｌへの着陸の際にバウンドを繰り返し、左主翼が胴体付け根
付近で破断して出火した。機体は炎上しながら左にロールして裏返しとなり、滑走路西側の草地に停止した。
同機には、機長及び副操縦士１名が搭乗していたが、両名とも死亡した。
同機は大破し、火災により機体の大部分が焼損した。

【事故による影響】

A滑走路は閉鎖され、B滑走路は事故当時全長2180メートルであり、大型機の離着陸や、長距離便の離陸には使用できないこともあり、離着陸便に欠航
が相次いだほか、一部の到着機が羽田空港、新千歳空港、中部国際空港などの他空港にダイバートを余儀なくされた。翌日も機体のやり繰りがつかずに
欠航となる便が相次いだ。このため、少しでも多くの航空機を発着させるため、B滑走路の運用を24日午前3時まで延長した。A滑走路の運用が再開された
のは、翌24日の午前9時10分で、約26時間の閉鎖となり、開港以来最長の閉鎖時間となった。

【航空事故の概要】(H21.3.23発生)

資料 ２

 51 火炎発生 6時 48分 29.0秒 
当該事故機

【米国連邦航空局（FAA)に対する安全勧告内容】(H25.4.26)

米国連邦航空局が講ずるべき措置
(1) ＭＤ－１１系列型機の設計審査当時の基準解釈により、同系列型機はＦＡＲ２５.７２１(a)の要件に適合していると評価されていたものの、垂直方向

の卓越する過大な荷重による破壊モードでは構造破壊を生じ、火災に至る燃料漏れが発生する可能性のある設計になっていたものと推定される。今後
このような設計が認められるべきではないので、解釈指針ではなく基準そのものを改正し、垂直荷重が卓越する場合の想定を義務化すること。

(2) 本事故における機体の火災では、事故発生後の早い時期に火災による熱、煙等が操縦室に到達していた可能性が考えられ、このことが迅速な外
部からの救助活動を困難にした可能性が考えられる。搭乗者の生存性を高めるため、機体に火災が発生した場合に、熱、煙、有毒ガス等が搭乗者区画
に入り込みにくくなる区画の分離方法について研究を行い、実効性のある改善策があれば、それを実機に適用することについて検討すること。

同機の設計・製造者であるボーイング社に対して指導すべき措置
(1) ＭＤ－１１系列型機の主脚及びその支持構造に過大な荷重が加わるような激しいハード・ランディングやバウンドの発生の可能性を低減させるた

め、ＬＳＡＳの更なる機能向上やＡＧＳ展開遅れ時間の短縮などによる操縦・運動特性を改善すること。
ＬＳＡＳの機能向上の例としては、ＭＤ－１１系列型機の構造破壊を伴ったハード・ランディング事例で共通している接地前後の操縦操作による急激

な機首下げが生ずるのを抑制する機能、及びバウンド後のバウンド・リカバリー又はゴーアラウンド操作を支援する機能等が考えられる。
(2)   過大なバウンドへの対応及び操縦者のゴーアラウンドの判断に資するため、継続的に主脚が滑走路上にあること、あるいはバウンドしていることを

視覚表示装置及び音声警報装置により運航乗務員が容易に知ることができるように、ＭＤ－１１系列型機を改善すること。



米国連邦航空局が講ずるべき措置
(1) FAAは、FAR25.721(a)の改正及びアドバイザリーサーキュラー(AC)の発行によって、今後設計される航空機においては、垂直方向の卓越す

る過大な荷重が生じた場合に脚が適切に分離することが確保されるものと判断した。改正発行は2014年12月31日を予定しており、当該ACに
は、「過大な荷重が垂直方向及び後方への荷重のあらゆる合理的な組み合わせにより作用するものと仮定して、過大な荷重による脚の破壊
を考慮しなければならない。」との文言が含まれる予定である。

(2) FAAは、現行基準においても火災による煙やガスの発生と拡大を防止するための十分な措置が講じられており、また、それらの措置は本事
故のような大規模破壊の場合にまでにその機能を果たすことは求められていないものと考える。したがって、本件に関しては追加措置の予定
はない。

同機の設計・製造者であるボーイング社に対して指導すべき措置
(1) LSASは、DC-10並みの操縦特性をMD-11に与えるために開発された縦安定増大システムである。※

FAAとしては、LSASに対するこれ以上の機能変更は、Flight Control Computer や Automatic Flight System に悪影響
を与えるおそれがあると考えており、LSASの機能追加は予定していない。

(2)    FAAは、バウンドを表示する視覚表示装置を設計し承認する方向に賛成する。ボーイングは、2014年1月までの承認を目指して機体が接地
しているか否かを表示するシステムの開発に着手している。

【米国連邦航空局（FAA)からの通知 要約】(H25.8.28付 H25.9.9到達)

※就航後にも低高度での安定性増大機能等が追加されている。

【米国連邦航空局（FAA)からの通知 要約】(H27.12.14付 H27.12.28到達)

同機の設計・製造者であるボーイング社に対して指導すべき措置
(2) FAAは、ボーイング社のStrut  Extended Annunciation System（SEAS : 脚柱緩衝装置伸長表示システム）を2014年12月17日に承認した。

※SEAS 機体接地後に両方の主脚緩衝装置が伸びきった状態から0.5インチ以内にあることをセンサーが検知した時（機体が地面から離れ
ていることを示す）、コックピット内で青灯表示のみにより、運航乗務員に知らせるシステム

米国連邦航空局が講ずるべき措置
(1) ①主脚は、卓越荷重による破壊に備え設計されなければならず、卓越荷重は、横方向荷重に上方荷重及び後方荷重を組み合わせた荷重

を想定しなければならないとして、FAR25.721(a)を改正し、2014年12月1日から有効とした。
②加えて、2014年10月7日にアドバイザリーサーキュラー(AC)25-30 を発行し、「主脚の破壊は、垂直方向及び引っ張り方向の適切な組み合

わせによる卓越荷重を想定しなければならない。」と記載した。

【米国連邦航空局（FAA)からの通知 要約】(H27.6.25付 H27.7.3到達)






